
お 知 ら せ 
 

 この度、崇仁北部第四住宅地区改良事業計画（昭和６１年３月１７日付け建

設省京住整発第１号認可）につきまして、令和８年３月４日付けで内容が一部

変更となりましたので、お知らせします。 

 事業計画に関する図書につきましては、京都市都市計画局住宅室すまいまち

づくり課で閲覧できます。 

 引き続き、本事業に対する皆様方の御理解、御協力をよろしくお願いします。 

 
 

  １ 事業の名称 

    崇仁北部第四住宅地区改良事業 

  ２ 事業計画変更の告示の写し（別紙参照） 

  ３ 事業の施行区域（別紙参照） 

  ４ 事業計画の変更年月日 

    令和８年３月４日 

 
 

 
 

令和８年３月２５日 
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都 市 計 画 局 住 宅 室 
すまいまちづくり課 





崇仁北部第四地区　施行区域図


